
- 1 -

会 議 録

第25回（仮称）大和郡山市自治基本条例策定委員会会議の名称

平成21年９月24日（木）19:00～21:00開 催 日 時

市役所４階 会議室開 催 場 所 401,402

大和郡山市 総務部 企画政策課事 務 局

中川教授

市民公募委員（伊藤委員、奥田委員、帯谷委員、

金田委員、北野委員、北原委員、鯛 委員、高原委員、委 員

中野委員、中村委員、西本委員、沼田委員、福嶋委員、出

藤原委員、横田委員）

市職員委員（西尾委員、山中委員、吉本委員）席

百嶋企画政策課長補佐、澤田者 事務局

委員 名欠 席 者 13

第２次条例案（たたき台）について議 題

議 事 概 要

１．開会挨拶等

事務局から以下の報告がある。

・本日の欠席者について

２．議題

◎「条文素案」の議論

早速、入っていきたいと思います。前回、第２６条を意見いただい会 長

て、確定する以前に原案を作っていただくということで時間切れにな

りました。ですので、今日はこの第２６条の行政側がみなさんの意見

を踏まえて作り直してくれた案をご議論いただいて、次に移っていき
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たいと思います。ちょっとだけ聞きたいんですけど、ローマ字のNP

Oとなっていますけど、これは法制担当者は大丈夫と言うてます？

ちょっとそのへんはまだ確認はしておりませんので、確認するよう事務局

にいたします。

もし「NPO」があかんと言うた場合どうするかというのがありま会 長

すよね。その場合は法律のあれでいきますか 「特定非営利活動促進、

団体」とか。

はい。事務局

はい。それだけちょっと見ておいてください。それではこれで案が会 長

出てきました。これについてご意見ございましたらちょうだいしたい

と思います。もともとの案では、コミュニティ活動と言いますか地域

共同体づくりの活動だけになってしまっていて、特定目的のための公

益活動が除外されてるやないかということで、両方を含んだというの

が趣旨ですね。これでよろしいですか？

やっぱり今、まちづくりというのは自治会等の地域活動団体、それ委 員

からボランティア、 等の目的別非営利活動団体などいろいろたNPO
。 、くさんあると思います それが今のところあまり横の連携もないので

地域の中で協力・協同することによって、より地域住民自治というん

ですか、こういったものが評価されるといった、その辺の協調が私は

本来この２６条の視点ではないかと思ってたんですが、この文章だと

なかなかそういう風に理解しにくいなという気がします。地域活動団

体とそれから、いわゆる目的別非営利活動団体とかね、協調して本当

にこのもっと地域の共通する課題について協力し地域自治をするんだ

というあたりを受け取れるような内容にならないかなとあれがするん

ですけど。

そこまでこの条文で書き込むというのはまずないんちゃいます。前会 長

文からずうっと基本原則、まちづくりの理念とか書いている。それを

受けて、こういう風に制度的支援しようという各論になるわけですか

ら、この各論の条文の所にそういう効果とか理念まで書き込むいうの
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、 。は くだくだしいんちゃいます？そういう気が僕はするんですけどね

例えば基本理念の所で第３条の第４号で「人と人、人と地域のつなが

りを促進し、活力に満ちたまちづくりを進めるものとする 」となっ。

てますし、それから「自律共助の原則」とか 「市民参加、参画及び、

協働の原則」それから「市民の権利」の所で「まちづくりの主体」で

あるということとか全部「これを具体的にはどういう風に応援する

の？」というのを受けた条文だと思うんですね。今、おっしゃってる

、 、のは もう一つの解釈としてコミュニティ型の地域活動だけやなくて

アソシエーション型の目的別の市民活動と２つうまく重なって地域社

会がより強くなりますよということをおっしゃったと思うんですけど

ね。それは前回の議論で確認はできてると思うんですよ。だからここ

でボランティア、NPOを追加したわけですよね。だからその辺のご

。 。懸念はないんちゃうかなと思いますが 否定しているわけやないんで

それとですね、こういう地域の公益活動を推進するための体制であ委 員

る地域住民協議会を作ると言うてしまったらいろいろ問題があります

ので、しかし、そういうのを目指さないと、やっぱりそういう市民公

益活動が実際的な体制にならないので、そういうのを目指すとか考え

るとか、そういうような文章を入れた方が良いと思うんですけど。

ちょっと会議録を確認しますね。会 長

前回の議事録の中で、もともとの第２項の書き方であっても、大和事務局

郡山市の進化発展と共に弾力的にコミュニティ施策をうてるというニ

ュアンスになっているんじゃないかなという討議をいただいていたの

かなと思いまして、その辺については従前の表現を使わせてもらって

いるということです。

今後どういう風にしていくんかということと、それから実際にここ委 員

に書かれている団体が協力し合っていく、本当に地域の住民自治とな

るためには、それを保障する体制がね、必要だということで、すぐに

はできないだろうけども、地域住民協議会みたいなものをね、目指す

んだとか、作っていくことができるという項目を入れるという風に討

議があったと思うんですけど。今後の体制をどのようにしていくかと

いうのが漏れているような気がするんですけど。
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関連事項で僕がこないだ言うてたんはね、ここに、確かにええ言葉委 員

やねんけれど最後に「適切な支援を講じなければならない」では文章

が弱いからね、例えば第３項に「市が積極的にコミュニティ計画への

支援条例を作るべき」とかね、そういう言葉をはっきりと入れておい

た方が今、言うてはる言葉にね適応するんちゃうかなぁと僕は思うか

ら、そういうことを僕こないだ言うたと思うんですけどね。

あのね、会議録を今、見ていたらね、27～28ページにかけて住民会 長

自治協議会というのを第３項で「結成することができる」とかね、入

れることは可能だけど、それについてどう思いますか？という議論を

進めておったんですが結論が出てないんですね。

だからこれをここで今みなさんと、第３項にね、今言うてる条例と委 員

か会長が言われた文言を「住民自治協議会を作る」とかね。それで要

はね、聞きたいのはね、これあの例えばコミュニティ計画の支援条例

とかつくってもらえるでしょ。ほなら自治会とかいろいろ出てきはり

。 、 、ますわ その時にね いつも市長が言うてるこの自助・共助・公助か

、 、そこで結局なんちゅうかな 住民と市との補完性の原則というんかな

そういうことでそのいっぺん補助金の行政の役割の見直しというか、

そういうことでね、いっぺんそういうことで補助金も見直そうやない

かという風に僕はこの一言で発展していかへんかなと思うねん。せや

ないとね、自治会にはもう、例えば自治会長になったらやなずっとや

な、これ２０年も３０年も１万５千円、だんだん減ってきたけども、

今、１万３００円かな、なんかそんなんでしたわ、自治会のね。郡山

市からこういうのもろてますやんか。前、バス代の代わりに出てたや

んか１０年ほど前にな。バス旅行に自治会長が行ってたけど誰も行か

んようになって。だからここにそういう文言を入れておいたらね、ど

んどん発展していくんじゃないかという気がするんです。

ちょっと待ってくださいよ。今の議論ちょっと戻します。ちょっと会 長

間違ったことを言うてますわ。前回ね、確かに議論でたんですよ、住

民自治協議会つくれるよう書いたら良いと。ところがNPO支援とか

ボランティア支援ということすら、きちっと制度化できていない。そ

こでもっと精密に議論していかなければいけないだろうと。このまち

には例えば箱本制度もあるし伝統のある自治会もあるし、それらは千
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差万別で相当突っ込んだ詳しい議論をしないと、条例でくくってしま

うのはちょっと僭越ではないかと、なので協議会を作りなさいと決め

付けるのは具合悪いやろうなと、なので今後これを展開しやすい条文

にとどめていこうという結論だったと、そういう会議録になってます

わ。

「作らなければならない」という断言やなしに、将来そういうのを委 員

作っていくという、実際にこういうあの推進するという項目をね、他

の自治体の条例にも載っているのでね、だから郡山でも今すぐそれを

やるかどうかは別問題として、こういう地域住民協議会を推進するん

だということをうたっていくという解釈でいたので。

だから将来、展開しやすい条文にしておこうということで第２項に会 長

なった。そういうことです。だから漏れてないんです。議論としては

今ここで決められないし、それは政策的にも成熟していないのにこの

条文でいきなり決めつけてしまうとすごくややこしい議論が出てくる

やろねということやったから「適切な支援を講じなければならない」

というとこでとめておいて、それが段階的に発展していくと共に、こ

の条文を根拠として手が打てるようにしておきましょうと、こういう

ことやったと思うんです。確かにあの時に「住民自治協議会を作るこ

」 。とができる とか踏み込みますかと逆に僕は問題提起したんですよね

で議論していたらやっぱり結構、難しい問題やぞということになって

きたと思うんですわ。そう一筋縄ではいかんなと。

「講じなければならない」ということですけども、もう１つね、と委 員

どめておくということより、もう一歩踏み込んでね 「窓口を設けて、

おかなければならない」と入れたらありがたいと思います。よく似た

もあればボランティアもものすごくあるんですよ。補助金も助NPO
成金もばらばら 「講じる」ってどないして「講じる」んだと聞かれ。

た時に市職員が答えられますか？もう少し答えられるようにしておい

てあげないとどうにも決めれないでしょ。だからもうちょっとちゃん

とした文案がないでしょうかということを先ほどから言っておられる

と思いますよ。経験上、いろんなことをやってますけど、いつもこれ

で引っかかる。
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あのね、あくまでこれは僕の私見ですけれど、大和郡山の現状を見会 長

るに、いわゆる地域共同体の地縁系の自治会活動も千差万別で、加入

率も千差万別だと思いますね。で、やっぱり新興住宅・団地系の自治

会長さんと旧街道筋系の古い自治会とでは同じ自治会と言っても中身

がかなり違いますよね。そこらあたりをあのどういう風にきちっと把

握し整理し直すかということはまだ郡山市として統一方針が出てない

んちゃうかなと思うんですね。で、その辺が条文の方だけで先に走っ

てしもうて、逆にそれが足かせ手かせになってね、何というかな、各

団体にとってものすごい、こんな条文に取り決められたらかなんと。

だから、それすらなければしないでしょと言っているんです。委 員

いや 「適切な支援を講じなければならない」だから会 長 、

それだけでいけますか？委 員

それは行政の決意次第でしょうね。ただ 「支援を講じなければな会 長 、

らない」だから、これを「具体的にどうなってるんですか？」という

ことは聞けますわ。講じる努力をしていなかったら違反になるわけで

す。コミュニティ政策とNPO支援政策とは全然、別の政策なんです

よ、実は。市民公益活動と一本化していてもね。中身の性格がちょっ

と違いますねん。それの担当部局の窓口も整理して、今後どうしてい

くかという政策的な方針も作らないといけない。それをここでは義務

づけるわけですわ 「適切な支援」とはそういう意味です。ほったら。

かしでは済まん話ですよね。

。委 員 これで義務づけられると会長がおっしゃるなら安心なんですけどね

「講じなければならない」やから義務条項ですよ。ただね、そこで会 長

NPO支援制度あるいはコミュニティ支援制度を策定し、そしてそれ

を実行しなければいけないと決めつけてしまうと郡山的には、いける

んかなぁと、まだそこまで整理できてへんのちゃうかなぁという気が

したんです。前回の議論では地域活動団体だけではやっぱりまずいと

いうことで、ボランティア・NPOも入れた。これはだいぶん前進だ

と思うんです なので行政的にはこの条例が可決された段階で即 市。 、「
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民公益活動の取扱指針」とか「コミュニティ政策の基本方針」などを

作らざるを得ない。で、それを条例でもういっぺん担保せなあかんと

なったら、また別の条例を作らないとあかんという所に進まざるを得

ない条文なんですよ。そういうものすごい、ある意味できつい条文で

す。ただ具体的にそういう制度をここの条文に書き込むことをこの委

員会が踏み込むことは僭越ではないかと前回、申し上げたんですね。

そこまで決めつけられるかなぁと、その辺、事務局どうですか？

会長がおっしゃっていただいているように整理がまだついていない事務局

という状況があるのかなと、前回の議事録の中でも「展開しやすい条

文で」ということで第２項のような条文が良いのかなということで今

回、提案させていただきました。

たいへんね、しつこいようやけどね、会長の言うこともよく分かり委 員

ますが、現実問題として、私が言いたいのはこないだね、市長とある

会合で対談した時に市長がマイク握ってね、６５歳以上の人で郡山市

で一人暮らしのご老人の方は 人おられますねん、と堂々と言う7,641
。 、 、 。た それをね この前 副会長が言うたように金庫の中に入れている

それどないしますの。いや～っちゅうてますわ。今年の３月２日か３

日に奈良市の場合は、民生児童委員を使って全部回って８割方、登録

、 。 。 、されましたよ 隣の町ですよ 郡山はまだしませんのか というたら

いや～、ちゅうとんのね。市に僕らは住んでるんですよ、だからきつ

いこと言うんです。そら僭越か何か知らんけどね、がーんとくる言葉

を入れんことには郡山はなおらへんと思うね。

会長は僭越と言いますが僭越なんて全然あてはまらないですよ。委 員

というのは、この委員会だけで議論できることではないでしょと言会 長

ってるんです。

僭越なんてもの度外視して、いわゆる憲法みたいなものを作ろうと委 員

しているわけだから僭越も何もないわけですわ。

いやいや、そういう各論まで踏み込むだけの議論は尽くせないから会 長

。 、僕は僭越だと思ったんです というのは地元の方の話も聞いてないし
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当事者の話も聞かないとあきませんよね、政策として確定させるんや

ったら条例で。そういう経過が踏まえられているんやったら条文を作

ることは可能だと僕は思うんですけど、だからこれはとても意味の深

い大きな提案になるから弾力的な条文でいったらどうかという風に申

し上げたんです。

この表現では何もできないだろうというところが感じられるから、委 員

前回でも条例を作るような部分をこの中に明記するような形で方向性

を打ち出して

そうそう、その言葉が住民自治協議会を作れということやねん。委 員

それが僭越ということは、全然さらさらおかしな話。委 員

それでもめて、あと事務局にまかそかとなったんやけど、その文言委 員

が抜けてるからな。

、 、会 長 例えばね 生駒市の条例は私も策定委員会の委員長をしたんですが

第４３条で「住民自治協議会等」と明確な定めを作ってます。第４３

「 、 、条は第６項まであって 一定のまとまりのある地域において 自治会

NPO等の多様な主体で構成される市民自治活動を行う組織(以下「市

民自治協議会」という。)を設置することができる 」で「市民自治協。

議会は、当該地域の市民に開かれたものとし、市及びその他の組織と

連携しながら市民自治活動を行うものとする 「市は、市民自治協。」

議会の活動に対して必要な支援を行うことができる。

「市は、各種計画の策定及び政策形成に当たっては、市民自治協議会

の自主性及び自立性に配慮するとともに、その意思を可能な限り反映

しなければならない 「市は、市民自治協議会の意向により、事務。」

事業の一部を当該市民自治協議会に委ねることができる。この場合に

おいて、市は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じなけ

ればならない 「前各項に関することは、別に定める 」となって極。」 。

めて明確な条文になってますわ。この議論は５年やったんです。です

から、これだけの条文で明確にできて議会も通過したんですね。こう

いう市民自治の組織をどうするかという議論を本格的に我々が今この

場でやるとするならば、またものすごい時間をかけてやらなあかんの
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ちゃうかなと僕はそれを危惧したわけですわ。それで例えば従来の自

治会さんとか、いっぱい交えてですね、どうあるべきかということを

ご意見を聞いてやるべきちゃいます？

もう現実にね、世の中、動いてるんですよ。自治会や やそうい委 員 NPO
ういろんなもんが動いているわけです。今は何もなしに走っている。

だから早急にこの議論をここでやるんですわ。そうでないと、お金の

ある人ない人は別にして意欲のある人が貢献しようとしてもできない

し、何の集まりもないバラバラの組織の中でみんな動いているんです

よ。だから早く、何かどこかで条文を決めて進むということを明示し

たらどうです？

住民自治協議会の構成は自治会が数的に、多いんだろうと思います委 員

が、私の前回の発言をもう一回、読み直したんですがその通りです。

やっぱり今、縛りをかけた場合に、それに後で左右されるというよう

なことではなくて、その時に今、他の委員さんが言っておられるよう

なことが取り入れられるような取り組みの姿勢というのが「適切な支

援」という言葉で一番良いんじゃないかと思います。これをぱっと議

会にあげて、そのまま流れていくというもんでもなくて、後でどこか

でまだ揉みはるやろうと思います。それはなぜかというと、会長がお

っしゃっているように、住民自治協議会を作るについて、ここだけの

話であったらそれはできますけども、後で構成員になるであろう人達

の意向というものをほっておいて、ここで決めてしまうことが僭越だ

とおっしゃってるんではないかと思います。

そのつもりです。会 長

だから、住民自治協議会という言葉がないということで今いろいろ委 員

と言われていると思うんです。事務局が作った案にはその言葉がない

んですけども議事録を読めば、しっかりその話は適切な議論がされて

いて、適切な言葉で収められているのではないかと思います。住民自

治協議会はできるならした方がよいとは思いますけども、ここには自

治連合会の会長も社会福祉協議会の役員さんもおられないし、そうい

う人たちがその協議会に入っていろいろ話をなさるわけですから、あ

まりに先に決まっていることはベターではないと思います。
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その議論は前回の会議録の３１ページに残ってますよね。なので、会 長

「適切な支援」でとどめた方が良いということですね。と私は聞いて

るんですね。で 「適切な」やったら一番融通があってどのようにも、

運営していけるんじゃないかと思いますという風に、

「適切な支援」やなしに 「適切な支援条例をつくらなければなら委 員 、

ない」こうやったらあきまへんの？

それは条例の中に入れること違いますね。だからね、ちょっと危惧会 長

しているのがね、ここに住民自治協議会とか地域協議会とか名前は何

でもええですけど、ここにもし条文を起こしてやってしまったら一人

歩きし始めるわけですね。それは当然、それに関する規定、定めをま

た精密に作らなあかんようになってしまって、それがものすごく重た

いものになってくる可能性がある。もっと弾力的により良いものをこ

れからやっぱり設計していかなければならないと思います。だから順

番が逆さまになっているかもしれない。その議論をきちっとし尽くし

たうえで、その時にこの条例をですね、追加するとかそういう方法だ

ってあってええんちゃうかなと思いますね。だから見直し条項もあり

ますから、それに繋げていけるぐらいの方がええんちゃうかなという

気がしたということですわ。

「適切な支援を講じなければならない」に含まれていると理解して委 員

いいですか？

そうです。会 長

今、自治会、 やボランティアがそれぞれに動いていると、そう委 員 NPO
じゃなしに横の連携も含めてね、協力してやっていくということで、

より良いまちをつくっていく、そして市は援助していくということだ

と思うんです。住民自治協議会には別にもうこだわりませんからええ

んですけど、そういう風な地域をつくるということで市は支援すると

理解できたら良いんですけど、この文章だとどうも個々の団体に対す

る人材育成とかね、全体的な地域づくりに対して市はどうするんだと

いうのが見えてこないという気がするんで。
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分かります。つまり、もういっぺん確認しますと、第２６条の第２会 長

項のままで読んでいくと 「個別の自治会活動とか、個別の非営利活、

動、無差別に支援し、人材育成とか物資、情報の提供等、その活動を

推進するための適切な支援を講じなければならない 」となってしま。

って、何か無分別いうか無差別な感じがせんこともないと、そういう

ことですよね。確かにその危険はありますね。

既存の組織を念頭に置いている感じがしますね。委 員

すぐに進行していくようなんが良い。もう６５才以上の人、どっと委 員

増えてきますからね、早いことしないと動けないでしょ。

それね、条例とは違ってね、今アイデアサポート事業あるでしょ、委 員

あの中でそういう全体をコーディネートみたいなするような部分を作

ってもらって、ほんで市から３０万やったら３０万もらって、ほんで

全体のことコーディネートしますよということをばんと言わなあかん

よ。それを作ってもらったらね、このことについてはやな、横の連絡

が取れてやな、いろいろできる思うねん。ここはこのままで置いてお

くとしたら。でないと今言うてはるようにね、今たくさんできてきて

ますやんか、そこをうまいこと、せっかくアイデアサポート事業ある

からね。

いや、だからそういう文言をここに入れておかないとね。ここで議委 員

論していても、この文章だけでは薄くなってしまうから。

なんかないの？そういう言葉。委 員

それは 「市民公益活動支援センター」みたいな組織とか場所があ会 長 、

れば動きますわね。

だからそれをアイデアサポートでやな、支援センター作ってもらっ委 員

たらどう？

あるんかな？会 長
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アイデアサポートあるから利用できるやろ？委 員

センターはないですね、今のところは。事務局

そうすると、いわゆるNPO型の活動と自治会型の活動との取扱窓口会 長

は別になってるんでしょ？

別ですね。事務局

それはたいがいの役所、そうなってますわな。そこんところなんで会 長

すよね。

自治会まで出てきたらややこしくなるから、それはもめるから、今委 員

言うてはるやな、いろいろいっぱいしたいと思ってはる人を助けるよ

、 、 、うなね 今言うた ６５になってアイデアサポートでひらえるように

そういう条文をここに作ったらそれで、すっと行きますやんか。

アイデアサポートの５００万円の予算が永遠につくという保障はな委 員

いですよね。

保障はないけれども、アイデアサポート事業を何年か続けていくこ委 員

とで、ある程度のものができるから、そのうちにこれ、今作っている

、 、基本条例が効いてきてやな アイデアサポートでそれあるやないかと

そりゃうまいこと発展してやな、今度は自治連合会に入ってもらいま

しょとなるんちゃう、それこそ今言うてるやな住民自治協議会みたい

なもんがやな、そこでぱっとできまっせ、将来的に。

「適切な支援を講じる」というのが、その住民自治協議会に繋がる委 員

ような動きを、その接着するような扇の要の場所に市役所の市政があ

るということですよね。自分たちが束縛されるような文言を使わない

ことやと思います。

ほな、これでいけるんかいな？委 員

そうです。この条文自体が適切な支援をしましょうということなの事務局
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で個別にそのアイデアサポート事業でどうとかいうのは、入れること

、 。はちょっと難しいと思うし そうなったら縛ることになると思います

あと基本理念でそういう補完・協働とかそういう文言が出てますの

で、ここはあくまでコミュニティ共同体とかコミュニティとか、あと

アソシエーションについて支援していきましょう、市民の方は関心を

持って参加していきましょうというのにとどめても良いのかなという

気がします。

いや、そういうことを言ってないんですよ。援助してもらうよりも委 員

とかいろんなボランティアが一緒にまず見れるところがないでNPO
しょと言ってるんです。類似のボランティア活動はものすごくあるん

ですよ。それが１つになってなかったら方策が見えないでしょ。予算

の出しようがないでしょ。

それは行政施策の話であって。会 長

いや、だからそういうもんができるような文章はこの中にないんで委 員

すか？

それがこれです。会 長

それでは弱いと言ってるんです。委 員

弱いことないわ。委 員

強めるにしたってどう強めたらいいのか？会 長

もうちょっと現実味を帯びた文章にしないと、花形的になってるん委 員

じゃないかと思う。

せやけど考えてみたら、この文章で行けば逃げ道あるから、アイデ委 員

アサポートでもそういうこと作れるんちゃう？

だから「人材育成」でしょ 「物資、情報の提供等その活動を推進会 長 、

するための」やから場所も含まれるし。ちょっとみなさんに、もうお
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諮りしてみましょうか？別に多数決で決められる話じゃないんですけ

ど、私も悩んでるんですよ。生駒市みたいに住民自治協議会を作るこ

とができるとして第３項ぐらいでね、で住民自治協議会の細目につい

ては別途定めるぐらいに委任条文で逃げておいて、その住民自治協議

会って何やねんということが解説なんかで書かれているというのも方

法やなと思いますよ。住民自治協議会は条例上の公共的団体になりま

すから守秘義務もあります。民生児童委員は法律的に縛られています

けども、自治会、町内会はないでしょ。だけど住民自治協議会の名に

おいて、例えば見守り名簿を持つとかは条例で担保できるんでね、そ

ういう良さはあります。なので僕も本当は郡山のようなしっかりした

まちならば「住民自治協議会をつくることができる」まで踏み込んで

も良いのかなと前から悩んでるんですよね。

それ第３項に入れられませんか？委 員

会長、踏み込みましょ。委 員

まぁ、ただそのイメージだけ言うておきますと、１つの地域に１つ会 長

。 、 、の住民自治協議会しか作れません で 概ねその単位は小学校区以下

それ以上、大きくしない。というのが条件です。それからそこの協議

会のエリアの住民さんは全員が自動的に構成員になります。私は嫌や

という必要はないんですね、要は執行部とか代議機関に立候補すると

か参加することについての自由はありますよと、参加しないことで不

、 。利益な扱いは受けませんよということは ちゃんと言うとかなあかん

で、そういう協議会を作った場合にどんなメリットがあるのかという

のが、また、別途問題になりますけど、これは神戸なんかでも今やっ

ている統合補助金、補助金みんな統合していけいけで使えるようにす

るとか、そういうメリットが出てきたり、それからまちづくりのアド

バイザーみたいな人を派遣してもらえたり、それから市の公共事業の

受託事業者になることができるとか、そういういろんな利点が出てき

ます。そういうところまで踏み込むかどうか決断ですよね。あんまり

細部を決めてしまうと、また議論が奥に迷路に入ってしまう危険性も

あるんで 「住民自治協議会等」ぐらいにして１個起こすかやなぁ。、

もうそれをね是非お願いしたい。というのはね、何度もみなさんに委 員
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お願いしてるようにね、小学校区域でそういうものができると 、PTA
民生児童委員協議会、老人会、婦人会、自治連合会みんな入ってこれ

るわけです。それがいざというた時に、今までの日本の本当に良かっ

た時代の「おっちゃん、どないしてんの？元気か？」と声かけ合いで

きる地域ができて、いざという時に助け合いができる。それがご存知

のように社会福祉協議会があるんですよ。あるんですけど、大和郡山

市の場合は地区社協といって中学校単位くらいになってます。大きす

ぎて動きがとれませんねん。僕、理事やってるから言うねけれど、前

に全然、動きませんわ。だからそれやったら悪いけど社会福祉協議会

をね、小学校単位にしなさいと言うたらね、もういっぺんに反対され

る。

縦割やなしにね、横のつながりができる組織をつくらないと、それ委 員

ぞれいろんなところで活躍してるのが見れんでしょ。だから、まちづ

くりであろうがハードであろうがソフトであろうが、そういうのが見

える窓口がいるんじゃないんですかと、そういうのを作っておくとえ

えと思うんですよ。現実問題として横が何をしてるか分からないとい

うのがあるんですわ。

。 。会 長 地域が縦割になってるんですよね それを横割りにする形を考える

分かりました。ちょっとね、こればっかり議論していたらもう時間が

ないのでちょっといっぱんペンディングして、次回にみなさんなりに

ご判断いただこうと思いますが、ちょっと生駒市の自治基本条例をコ

ピーしてみなさんにお配りしてください。

はい、分かりました。事務局

議論がそこまでいっているのは上越市の第３項やね。会 長

ちょっと一点、質問があるんですが、住民自治協議会にはいろんな委 員

ボランティア団体も参加できるんですか？

そりゃできますけども、あくまでも地域の組織です。ここで言うて会 長

る「住民自治協議会」というのは、自治会、PTA、防犯協議会、青

少年育成会、共同募金会と、だいたい地域の団体はこのようにたくさ



- 16 -

、 、 、んあるわけですよ それがみんな勢力が分散しているわけですね で

みんなそれぞれが後継者不足に悩んでいると、言うてみたら人材のも

のすごい消費が激しいんですね。それをやめましょうと、横になった

連合体をつくりましょうというのが「住民自治協議会」なんですよ。

だけどその中核に座るのは絶対にここは自治会でないとあかんといっ

てるんです。だからその地域だけで収まってるようなNPO団体であ

るとか、その地域を活動エリアにしているボランティア団体とかボラ

ンティアさんがおられたら、それも一緒に入ってくださいというのが

正しいと思います。だけど市全域やったり大和郡山市を超えた形でや

っておられるNPOもありますやん？そういうところも無理に入れと

言う必要はないわけですよ。だけど、例えば地域におられる高齢者の

問題、障がい者の問題、在住外国人の問題なんてのは今の自治会・町

内会ではちょっと負えないところがありますよね、ちょっと太刀打ち

できんところありますよね。だから切り離されてしまっている地域が

あるんですよ、そういうところに障がい者団体とか在住外国人の支援

者団体とかも入ってもらいたいとお願いすべきなんです。そういう意

味でボランティア・NPOも一緒に入ることができるにしといた方が

良いと僕は思います。だから性格はもともとちゃいますから、コミュ

ニティ系の団体とNPOは、同じような扱いをしたらえらい目にあい

ます。だからここで言うてる市民活動団体支援というのはコミュニテ

ィ系の市民活動団体支援とアソシエーション系の市民活動団体支援と

２系統あるということは、この間、理解されたと思うんですね。その

政策が実在しますかと聞いているわけです。まだ未熟だと正直におっ

しゃったので、いきなり縛りをかけるような団体名称なんかを作るの

は踏み込み過ぎじゃないかなということでここに収めたわけです。し

、「 」かし今日のご意見の中には やっぱりもうちょっと突っ込んでくれ

というのがかなり強かったので、今、生駒市の条例をみなさんにお示

ししますから、次回もう一度、腹を決めていただけますか？ちょっと

この議論をこのままやってても収まりがつかんと思うので、大切なと

ころだと思いますので、もう１回、次回に向けてご意見いただきたい

と思います。それでは第２項をペンディングということでお願いしま

す。それでは先に進めさせていただきます。第２７条ですが、ご意見

をいただきたいと思います。

第１項の「市民、事業者及び市は 」の前にね 「地方分権による自委 員 、 、
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治体の自律のため」というのを入れてほしいなぁ。

これは前の方で言うてるんです。第３条第１号の基本理念で言うて会 長

ます。だからこれを受けたものです。

そうすると次に２行目の「協働に至る考え方、相互の役割分担を明委 員

らかにしたうえで」この言葉を「それぞれの役割を理解しながら」み

、 、たいな言葉を換えるいうか入れるいうか どれもよう似たもんやけど

もうちょっと優しく変えられないかなと、パッと頭の中でひらめいた

んですよ。だから第２項のね 「市民が参画」というところに「主体、

的・自主的に」という言葉を入れてほしいな。そうか「主体的」だけ

でもいいですけれど。

それね、第２条の第５号にちゃんと書いてあるんですよ 「協働」会 長 、

のところで参画も。だから重ね言葉

重ね言葉かなんかしらんけど、しつこういったらええんかと。この委 員

機会の拡充に努めなければならない て これも優しい言葉で こ「 」 、 、「

のときに市民の参画できるように市民協働条例を作らなければならな

い」また書いたら、おかしいんかな、また縛ることになるんかな？

自治基本条例がある限り、そこに協働や参画が書いてあったら、そ会 長

。 。の条例はいらなくなると思うんですよね 奈良市は反対なんですよね

自治基本条例を作るにはちょっとあまりに膨大な作業がいる。しかし

自治基本条例の精神を先取りしたいということを、前の市長がおっし

ゃったわけです。ならばエンジンにあたる条例だけ１つ作ろうという

ことで「参画と協働のまちづくり条例」を作るということで、この６

月に可決されたんですわ。だからあとは、もうパーツ揃ってますから

、 。ね 自治基本条例いうたら体系を確認する条例でいけるはずなんです

ただ大和郡山市の場合は、協働参画条例なしで本体の自治基本条例で

やってるわけやから、ここの第２７条ですね、これでもう基本は抑え

られますから、あとは「協働及び参画の推進に関する要綱」とか、あ

るいは「協働参画事業推進方針」とかそういうので裏付けたら良いん

ちゃいますか。
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この「会長、副会長のまとめ」としてね 「原則のところにおおよ委 員 、

そ書いてありますし、またそのようなご指摘もありましたので、もう

少し具体的にし、原則から一歩踏み込んだものにしていった方が良い

かもしれませんね 」で終わってるんですけども、それはどう反映さ。

れたんですかね。

原則がね 「市民参加、参画及び協働の原則」で「まちづくりは、会 長 、

市民の自主的な市政への参加、参画が保障され、市民及び市がそれぞ

れの責務に基づき協働し、進めるものとする 」ですよね、これが原。

則なんで、もう１つ踏み込んだのが第２項だと思うんですね 「政策、

立案、計画策定、実施及び評価等」と４つの流れがあるんですけど、

その各段階に参画できるようにしましょうというのがこの踏み込みや

と僕は理解してるんですわ。ここまで書いたらかなりきつい。

。 「 」委 員 これが原則から一歩踏み込んだものということですね この 評価

というのは誰が評価するんですか？

外部評価ですから市民が参加して評価します。よく企業経営でいう会 長

Plan Do Check and Action、PDCAと言われるものです。Plan

が政策立案・策定、Doが実施、Check and Actionが評価、その４

つのフェーズ全部が市民が参画してくださいよという、だからこの条

文がある限り、いわゆる行政評価システムに市民参画の行政評価シス

テムを作り外部評価をしてもらわんとあかんことになります。

第１項の「協働のまちづくりを進めていく」とあってその次に「協委 員

働に至る考え方」とある 「まちづくりを進めるために協働しなけれ。

ばならない」の方が分かり易いんじゃないかと。それから「協働に至

る考え方」というのがよく分からないので分かり易い表現にした方が

良いと思います。

だからさっきのところでちょっと言葉変えますけど 「市民、事業委 員 、

者及び市は、地域の課題は地域自ら解決することを基本に相互の役割

分担を明らかに」と書いたら今の問題が解決するんでは？

そうなると地域自治のエリアだけに「まちづくり」という言葉を収会 長
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束させてしまうことになりはせんかと思うんですけどね。

「協働」というのは地域のことは地域で解決するというような文言委 員

に直したら、それで相互の役割にというた方がよう分かるんちゃう？

「協働」の定義が第２条に出てますね。委 員

それにあてはまってるかどうかやな。今言うてはるのは、協働とい委 員

う言葉を使わずにもうちょっとええ言葉ないかということですよね。

そういうことや。委 員

だから「協働」とは何ですかというのをきちっとしておかないと議委 員

論できへんねん。

第２条の第５号で定義してあるんですけどね。会 長

「協働」書いてあるな。委 員

「協働に至る考え方」という言葉がいらんのちゃうかな。会 長

だからいりませんわな。これがおかしいねん。委 員

ワークショップで出てきた意見なんで、精査してもらったらいいか事務局

と思います。

削って僕が言うてるようなええ文言を、みんなで考えてもうたら一委 員

番ええ。僕はこの代わりに「市民、事業者及び市は、協働のまちづく

りを進めていくに当たり、地域の課題は地域自ら解決することを基本

に相互の役割分担を明らかに」とした方が分かり易いんちゃうかな。

他市の言い方を使ってもいいんちゃいますかね 「市民、事業者及会 長 。

び市は協働のまちづくりを進めていくに当たり」というのがちょっと

ややこしいんだから「それぞれ互いに協働しようとする時は」に換え

てしまったらどうですか？どっちもがという意味やからね。これに置
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き換えたらどうですか？「市民、事業者及び市は、それぞれ互いに協

働しようとする時は相互の役割分担を明らかにしたうえで、相互理解

及び信頼関係の構築に努めなければならない 」それで第２項は「執。

行機関は、政策立案、計画策定、実施及び評価等の各段階において市

民が参画できるようその機会の拡充に努めなければならない 」これ。

でどうでしょう？

これで一歩も二歩も踏み込んでまんな。委 員

、「 」 、「 」委 員 第２項でね 市民が参画できるよう となっていますが 事業者

が抜けてますわな。

市民に事業者が入ってんねん。委 員

それから「その機会の拡充」の「その」って何かいなという部分が委 員

ありますな。協働ということであれば 「協働の機会を拡充」と「協、

働」という言葉を入れた方が良いんじゃないかと。

これは、政策立案の段階・計画策定の段階・事業実施の段階・政策会 長

評価の段階の、参画の機会という意味です。

じゃぁ「参画できるよう参画の機会を」というわけですか？委 員

だから重ね言葉になるので 「その機会」と換えているわけですね。会 長 、

「参画できるよう参画の機会の拡充に努めなければならない」いうた

ら２回 「参画」を使うから「その機会」となってるんです。、

事業者については市民に含まれているから、これでいいですか？委 員

これはもう定義で「市民」の中に入ってしまっているから良いんじ会 長

ゃないですかね。だから第２７条で「事業者」が入っているのは、敢

えて市民の中には事業者も含めてますよということを、もういっぺん

訴えたかったということでしょうね。

ほんま言うたら第２７条のトップの「事業者」を除いてもええぐら委 員
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いやねん。せやけど、これ入れておきましょうという意見があったの

で入ってるわけですやん。

念のため入れてるんですね はい それではこれでよろしいですか？会 長 。 、

他市の参考条文の「それぞれ互いに協働しようとするときは」を入れ

ます。

それでは第28条「意見聴取制度」です。これについてご意見いただ

。 「 」きたいと思います これは世間で言うところの パブリックコメント

ってやつですね。通称、最近は「パブコメ」と略してますけど、大和

郡山市はもうパブリックコメント制度は動いてるんですね？

個別にはしてますけども、制度としてはまだです。事務局

個別にやっているというのは各部局の判断？。会 長

そうですね。総合計画についてしたり、都市計画マスタープランに事務局

ついてしたりです。

ちょっと質問ですけども、この 案と 案ですね 「執行機関は」委 員 A B 、

というのが 案ですよね、 案は「市は」と。これ定義の第 条を見A B 2
ますと明らかに「市」と「執行機関」は中身が違いますよね。だから

これはその次に付く内容はほとんど同じですよね。だからこれはどち

らがふさわしいのかということだけじゃないでしょうか？

そうですね 「市は」とした場合に「議会」が入っちゃうんです。会 長 。

職員はもう当然、入ってきます。職員は、はっきり言いまして市長の

補助機関なんです。だから「執行機関は」といったら市長及びその他

の執行機関、全部含みますし職員も入るんですね 「市は」としたら。

議会が入っちゃうんです。だから例えば、議会が議員立法で条例だし

ますと言ったときにパブリックコメントかけなあかんということにな

っちゃうわけです。ところが議会をこれで縛りますと、また別途の問

題が出てきます。それはね、パブリックコメントにかけることによっ

て時間がすごくかかるので機動力が発揮できなくなるという危険性が

あるのと、それから議員の何分の１かで提案できますから小会派の議

員集団が抵抗作戦としてパブリックコメントにかけぇ言うて会期切れ
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まで追い込むことも可能だという様々な批判があるので、議会は外す

というのが今の流れです。

そういうの私らよく分かりませんのでね、専門家の先生からね、ど委 員

ちらがどうかという判断を示していただかないと、判断そのものがで

きない、まぁ私の場合はですよ。それでちょっと質問させていただき

ました。

第 項に「重要」とありますが、この判断は執行機関がするんです委 員 1
か？

これはね、パブリックコメントの規則または取扱要領を作って決め会 長

んとあかんと思いますわ、例え内規であってもね。各部局が困ると思

うんですわ。何が重要で、何が重要でないか分からんと思う。だから

、 。 、宝塚市の場合は 委員会の名において通達を出しました 逆にですね

困ったことに何でもパブコメにかけてるんですよ。パブリックコメン

トだらけになって、ものすごい業務量になったんですね。

逆に重要でなければかけなくて良いんですね。委 員

ただし重要なものについての判断は、客観的な基準を示さんとあか会 長

んと思います。だから運用基準を作らんとあかんと思う 「なんでこ。

れせんかったんや？ 「いや、重要とは判断しませんでした 「その」 。」

重要か重要でないかの判断はあなたが勝手に決めてええんか 」とこ。

うなりますから、やっぱりちゃんとした文字はいると思いますわ。た

だ、条例でそこまで規定できないんで 「重要なものについて」と抑、

えておく。だからあとは正確に言うたら市長が定める意見聴取制度取

扱規則とかいうのが一番良いんですけど、あまり規則で定めるのは…

最近は内部要綱で定めるのが多いんですよね。

第３項をつくって基準の問題とかについて別途定めるにしておいた委 員

方が良いんじゃないですか？

別途定めるとなると、それはまた条例を作ることになってしまいか会 長

ねないので。
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条例までいかんとしても 「パブリックコメントの対象となるもの委 員 。

は別に定める」とか

「パブリックコメントの対象となるものは別に市長が定める」とす会 長

ると、また、市長が勝手に定めるんかということになりかねんしな。

生駒市の場合は計画策定手続になってますね。

ちょっとお尋ねしたいんですけど、これ平成 年４月１日に施行さ委 員 18
れた行政手続法の改正いうのは会長、ご存知？

はい。会 長

それでいわゆるパブリックコメントの手続をせいということになっ委 員

てますので、この我が郡山市においてもですね、改正行政手続法によ

ってパブリックコメントの手続の制度化というのが求められています

からね、今言うてたように第３項に文言を入れた方が市としては楽と

いうんかうまいこといくんちゃいますの？

これ、第３項を起こして 「意見聴取制度の対象となるものについ会 長 、

ては、市長がこれを定める」ぐらいにしとこか。

そうですね。委 員

それ次回ちょっと案文だしてください。ちょっとこれ文章がね気に会 長

なるのは 「政策及び計画の策定及び条例の制定で」というのが何や、

大阪弁やね。だからちょっとこう換えませんか？「執行機関は、市民

生活において重要な政策及び計画の策定並びに条例の制定にあたり、

市民が意見を述べることができる機会を保障しなければならない 」。

こうした方が並びいいんちゃう。それと法制担当に聞いてください、

「及び～並びに」という言い方で良いか。じゃぁそういうことで第３

項の基準は別に定めるというのは判断してもらいます。

案でいくということですか？そうすると「保障する」でなく「設委 員 A
ける」と言いきった方が良いと思います。
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「設ける」より「保障する」の方がきついと思うよ。委 員

そうですね 「保障しなければならない」の方がきついですね。そ会 長 。

れでは第２９条にいかしてもらっていいでしょうか？

いや、どうですかね今の。委 員

私は 「保障しなければならない」の方がきついから、行政にして会 長 、

みたら逆にB案の方がええいうかもしれませんね 「機会を設けるも。

のとする」ぐらいにしましょうか？

みなさんの意見は？委 員

俺は「保障」の方がええわ。委 員

それでは第２９条に行きます。これについてご意見いただきたいと会 長

思います。

、 、 、委 員 A B案も 案も共に 審議会の中に公募委員を加えると これは当然

評価してるわけですけども、質問も兼ねてなんですが、条例の中にで

すね、ワークショップの意見の中に２つ入ってるんですけどね 「公、

募の委員を一定の割合で加える」あるいは「公募委員の定数を決める

方が良い」これが原案の中には入ってないんですけどね。削除されて

るんですが、これは是非、私個人の意見としては、やはりもう少し加

えてほしいと、もっと具体的にもっと踏み込んだ条例にしてもらいた

いなと、まぁその背景としてね、今現実に大和郡山市に３０くらいあ

るんですか審議会、もうほとんど形式的なもので実効性がないと、ま

ぁ私が直接、審議委員に聞いた、２つくらいの審議会だけですけど、

本当に機能が発揮されていないと、いわゆる審議会というものはそれ

を審議し、それがどうだこうだと評価する、それがされていないわけ

です。まぁ馴れ合いというのか、形骸化。各種団体の代表者とか、必

ず市議会の議員は１人いれるとかね、だけどもほとんどしゃんしゃん

しゃんですね。

これ、審議会の資料を用意してくれるんじゃなかったの？委 員
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それ資料ある？会 長

前に出したと思うんですよ。事務局

出てないです。委員数までね分からないです、こちらは。１０名く委 員

らいの審議会もあれば２０名くらいのもあるのかとかね。形骸化も甚

だしいし、それに委員に支給している手当も、もったいない感じがし

ますね。本当はボランティアでやってもらいたいぐらいの気持ちがあ

るんです。ここは公募委員が入って建設的な

、 、委 員 資料をもらってまた１時間２時間かけてやるんか そうかここでね

言うてるようにね、具体的な数値を入れて、総数の何分の１を公募の

委員でしなければならないと書いてとおすかや。

ただこれね、公募だけではね、弱いんですよ。一人入れたら公募委 員

だから３分の１とか入れたらええねん。委 員

私の案は４分の１ですけどね。公募委員を集めるのも難しいみたい委 員

ですから。

むしろ審議会そのものを精査し委 員

それはな、議会がする仕事やねん。委 員

ただね 「執行機関の付属機関」というのが正しくは審議会の名前会 長 、

なんですけど、法律で決められてるやつがいくつかあります。一番で

かいのは総合計画審議会、それから国民健康保険運営協議会とか、固

定資産税評価委員会とか、ぎょうさんありますけど。法律で定まって

るやつだけでも、だいぶありますね。それ以外に条例で定めてやって

る、自治体独自でやってるやつもあります。ただそこで公募委員の定

数を条例上、何％と枠にはめたとき、公募委員にふさわしい人が応じ

てくれない、一人も応募がなかったいう場合、審議会が成立せんよう

になる。それは困る話ですわな。今度は逆に無理矢理にでも、あんた

公募やという形で来てぇなぁと、個別に頼みに行かなあかんようなや
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つも中には出てきますよね。そやからそれは公募委員が何％なかった

らあかんいうようなんは逆に諸刃の剣ですよね。それと申し訳ないで

すけどね、公募委員いうたってね、バラバラですわ。なんかまるで役

所に注文付ける目的のためだけに公募委員になってる人もおるしね。

あるある。全然知らんと、とんちんかんな返事しよる。委 員

。 、会 長 議論が全然進まんのですわ だから公募委員イコール正義の見方と

僕は思ってません。ただ、公募委員を入れることによって外部評価、

つまり噂が流れますやん 「この審議会、こんな様子やったで」そう、

いう意味でのガラス張りになる効果はあると思います。ただ公募委員

の能力とか、公募委員の資質というとこには、あまり過剰な期待をす

るのは逆に公募委員に気の毒な気がします。

「公募委員を加えなければ」と書いておいて、第２項にあるように委 員

「会議録は公開しなければならない」この方がきついかもしれんね。

こっちの方が大事やと思う。僕もそう思う。会 長

これ 「つながり」なんかに出てきたら、みな読むもんな。委 員 、

私の知ってる限りの自治基本条例、既にできてるやつでね、公募委会 長

員の記述を書いているところないと思いますわ。それはやっぱり、そ

ういう問題があるからちゃうかなと思います。公募委員の道を開かれ

ているだけでも公開制・透明性は高まりますからね。

それは前進であるのは評価はするんだけどね、もう一歩ちょっとほ委 員

しいなぁというのが。

市民から見ても魅力のない審議会ってあるんですよ。どっちかとい会 長

うと知りとうないわという、関わりたくないという審議会もあるわけ

ですわ。

審議会の任期は２年とするでぽーんと切ったらどうですの？委 員
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それは各条例に書いてあります、委員任期は。どの審議会も委員任会 長

期は定められています。

現役の人たちが参加しにくいような実態があるんとちゃうんですか委 員

ね？平日の昼間にしかしないとかで。

そうでもないですけどね。最近、夜やってる審議会も多いですけど会 長

ね。まぁもっとも、そういうイメージが定着してますわな。役所の審

議会といったら平日の昼間の忙しいときにしてと、だから自営業者と

か農家とか退職した人しか入られへんやないか

そうすると偏ってしまう。委 員

私の関わっている審議会で、約半数は夜間ですわ。会 長

大和郡山市も土曜日とかあったな。委 員

ところがね、夜間とか土日とかにやったらね、今度はまた怒る人が会 長

おるんですよ 「何でこんな人が休みたい時間に呼び出すんや」とま。

た怒る人おりますねん。だからどっちにとっても文句でますねん。平

日の昼間やったら勤め人は参加できへん。ほな土日夜間でやったらや

ね、休まなあかん時間に呼び出されてと怒られるし、どうすりゃいい

のとね。

これ「会議録は公開しなければならない」と書いてるやろ。これは委 員

審議会ごとの公募の要領とか、そういうのホームページとかなんかで

全部、記載してんの？

それは出るんちゃいます。会議録とは別で会 長

それをここに入れたらどうやの？例えば市のな、その審議会の会議委 員

録、もっとはじめに、審議会する審議会ごとに、そのこういう公募要

領で公募します、で、それからまた、どういう市のホームページやつ

ながりを通じて、そういうことをきちっとやな出すということをここ

に「公開しなければならない」だけやなしに、具体的に文言としてこ
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こに書いたらあかんの？

えっ？公開の方法を書くわけ？会 長

方法論は書いたらダメ？委 員

あぁ、そこまでは言わんでええんちゃいます？会 長

言わんでええ、ふ～ん。委 員

私、都市計画審議会を２回、傍聴したことあります。そして議事録委 員

を開示請求でとったことがあります。で傍聴してた時は第２委員会室

、 、 、で傍聴しましたから 顔とかは見えませんけど 様子からすると随分

。 、 。形式的やなと思いました 私は今 国民健康保険の審議会の委員です

それは前任者が後期高齢者になったので審議会から外れ、誰かが急遽

せなあかんようになって私がなったんですけどね、それも自分が今し

てるところの審議会を言ってもあれなんですが、数字がつらつらと書

かれた資料が出ます。国民健康保険の財政状況が書いてあります。し

っかり読まないと分かりません。数字を見せられて思うのは、職員も

大変やなと思います。それでいただく手当というのは私の立場の実感

としては多いと思います。でもそれは先ほど言われましたように、法

律や条例とかで多分、決まってるんだと思います。

でね、そんなんでも僕、言いにいったらね、会長が言うてはるよう委 員

にね、それは諸刃の剣でんねん、何や分からん人来てもらったらあき

まへんねんいうてね、市の元総務部長とかそういう人たちがたくさん

。 、 。入ってる そうすると手当がな高いから えぇアルバイトになるんよ

それが普通の経営者とかそういう経営感覚のある人がたくさん入って

くれるんやったらええよ。もうほとんどがやな、あんたも知ってると

おり。メンバーの発表もな、ホームページでせなあかんねん。

出てると思いますけど市議会から５人来ておられます。あとはお医委 員

者さんとか歯医者さんとか薬局の方

だから全部ね、利害関係のある人ばっかり来てやな、あげてくれ言委 員
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うとるわけよ、っおかしいわ。

違う、違う。それは違う。国民健康保険運営協議会はね、医療供給会 長

側と保険加入者側と保険者側と三者代表になります だからEven 公。 （

正）になってます。労働委員会と一緒。

私は被保険者の代表でした。委 員

ここでね 「選任する場合は、中立性の保持に配慮する」とありま委 員 、

すがこの中立性とは誰が決めるんですか？何を持って中立性というの

か。

だから今言うてるように委 員

いや、会長に聞いてるんです。委 員

だから会長が言うてはった。使用者側と歯医者さんと、それから住委 員

民側から出てくる。

その中でも、いろはがあるでしょう。その中で誰が中立と決めるの委 員

かと言ってるんです。

そんなことをね、なんぼよく書いてもね、もう適当、適当言うたら委 員

怒られるけど、一生懸命しはる。そんなことよりも僕の言うてる第２

項にあるようにね、きっちりね情報開示して例えば今度ね、今言う国

民健康保険のやりますと、この委員と、例えば今言うてる公益委員と

使用者側でどなたとどなたでやな年齢はいくつでいうふうにやな書い

て全部して、しかもここで会議録を公開すればやな、ものすごい透明

になるわけよ。

あのね、今おっしゃったね、中立性の保持というのは、ちょっと僕会 長

も気になるんですね。なので、これはちょっと中立性という概念規定

が難しいんですよね。だからこれはちょっとやめたほうがええかなと

いう気がします。第２項はこのまま生かした方が良いと思います。だ

からいかがでしょう。伊賀市の「市の執行機関は、審議会その他の付
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、 。」属機関の委員には 公募の委員を加えるよう努めなければならない

これで良いんちゃうかなと思うんです。

書くことによって逆に、そう書かないといけないようなことが行わ委 員

れてるんじゃないかと思われるような読み方をされるんではないか

な。

状況があるんであれば「中立」と書かなければいけないことであっ委 員

て、そんなん当たり前にしておけば別にその文章までいかんでも強く

おせると思うんですよね。

ということは 「中立性」を入れた方がええということですか？会 長 、

入れない方が良いです。委 員

入れない方が良いですよね。だって中立って難しいですよ。会 長

誰が決めるんですか？委 員

それね、その審判役だれなんやろね。会 長

だから中立性を決める人が「中立性」を決めなあかん。委 員

そうですね。会 長

市の執行機関が決めるわけやから。市長が選んだ結果がですな、中委 員

立性が保たれないと我々が判断したならば、お前それをやっとらんや

ないかと、そういうようなことが言えるじゃないですか。

いや、中立性いうのは抽象名詞でっせぇ。会 長

「公正性」いうのにしたらどうかな。一緒か。委 員

緒ですね。会 長 一
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「 」 、委 員 公正で透明な選任を配慮する とかそんなん言葉しかできへんで

そうかさっきから言うてるように外すかどっちかや。

だけどみんな思わへん、中立性を決めるってものすごい難しいよ。委 員

それとね、やっぱり「公募の委員を加えなければならない」とはっ会 長

きり言い切ってしまうと、齟齬（そご）をきたす危険性がありますよ

ね。公募委員の応募がなかったいう場合、ホンマに公募のない委員会

あるんですよ。そうすると委員会、成立せえへん。ということもあり

ますね。だからやっぱり「公募の委員を加えるよう努めなければなら

ない」でええんちゃうかな。

それにしましょか。委 員

はい。それにしませんか？「選任する場合は 」にして「中立性の会 長 、

保持に配慮することに努める というのをやめにしましょ それで 公」 。 「

募の委員を加えるよう努めなければならない 」。

「市が設置する審議会等の」で市が法律で決めて設置する審議会か委 員

国が法律で決めて設置する審議会なのか。

全部、入ってます。国であろうが市の条例であろうが、市が設置す会 長

るわけですわ。

いや、自ら決めて自ら審議会を設ける部分がどれぐらいあるんです委 員

か？

あっ、割合？会 長

、 、委 員 市が法律を決めて審議会を設ける 機能しない審議会を設けている

そんなものであれば条例を変えて、審議会を設けなくても済むように

して、市の条例であればできますわね。国で決まってるんであれば国

のやつを変えなくてはいけないだろうけども。だからその市が自ら決

めた法律に基づいた審議会というものがどれくらいあるのかという質

問です。
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それはちょっと僕わかりませんね。どのくらいあります？会 長

ほとんど市の条例で定めたものです。事務局

そしたらなくすことも可能なわけですね。委 員

ただまぁ、なくすというか、機能していないんであれば機能させた事務局

らええということも、逆に言うたら。

行政機関がいろんなことを決めてるように、市民の声を聞きたいと委 員

いうことで、その市が条例で任意にね、合議制の諮問機関をつくるの

がこれの審議会の意味やな。だから今言うてるように、いろんな方が

いろんな立場で出てこられて、それ今言うたように、それ言うてもう

たら困る、いやウチは賛成やというのを話し合いでやな決めて、それ

を市長に言えば、市長が審議会のことに基づいて、だから一番問題は

情報公開やね。

ただね、情報公開の開示請求をした場合にその請求の仕方によって委 員

固有名詞、名前とかについて黒く塗ってある。だけどそれは次の時に

そうならないためにどういうふうに請求すれば良いかというのを学び

ましたので、そのようにすれば後で、請求したやつと両方照らし合え

ば、ただ委員の名前が誰であるかという固有名詞を単純に出せないと

いう感じ。

そんなもん自分の名前をな、出せんようなな審議会やったら受けん委 員

といたらええねん。責任感がないねん。

現状、議事録はどうなってるんですか？委 員

議事録は個々ですね、例えばこの策定委員会の議事録は見てもらっ事務局

たら分かるように委員さんの名前が出ていなかったりとか、その会議

ごとに、例えば議論ができないとか、いろんな物事を決めるに当たっ

て決めるまでは、先ほど情報公開の話が出ましたけども、その審議会

としての方針が決まるまでは固有名詞は出さないとか、いろんなんが

あると思うんです。
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この委員会だって最初の時にその話したじゃないですか？委 員

今、お手元にある会議録を見てもらったら分かるように名前は出て事務局

ないですよね。そういう決め事というのは個々で決めているというの

が現状ですね。

もう一度、確認していきます。第２９条第１項「市の執行機関は、会 長

市が設置する審議会等の委員を選任する場合は、公募の委員を加える

よう努めなければならない 、第２項の「公開しなければならない」。」

は義務規定になってますが、例えば個人情報の保護とかに抵触する場

合がありますね。そこをうまく回避できるようにするためには「公開

を原則とする」の方がええんちゃうかな 「しなければならない」い。

、 、うてしまったら とんでもないことになってしまう可能性があるから

これはB案の方がええんちゃいます、第２項は。

ええっとですね、先ほど２項の方で言われた、あの「努めなければ委 員

ならない 」おとしてしまうようなことで中間として今、２項であっ。

、 、「 」たように つまり成立しないことを危惧して しなければならない

いう項目を外そうとしてるわけなんです。それと同じようにして「原

則として公募の委員を加える」というふうな中間に入ると思うんです

けど、こういうのではだめですか？

それでも一緒ですよ、効果は 「原則として、公募の委員を加える会 長 。

ものとする」一緒のことです 「努めなければならない 」と一緒で。 。

すわ。

ほんならそれでいいです。委 員

２９条の冒頭ですね 「市の執行機関は」の「市の」は、いらない委 員 、

ん違いますか？これ大和郡山市の自治基本条例やからね。

ええっと、これは全部「執行機関」で通してます。第２３条、２４会 長

、 「 」 。 「 」条 全部 市の執行機関は で通してます だから 市の執行機関は

で通さないと不整合になります。それ以外に「市長を除く執行機関」

いうのもでてきます。だから「市の執行機関」いうのは決まり言葉に
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して固めてあるわけです。だからもしそれでおっしゃってるように、

「執行機関は」という主語にするんであれば、現在、完了した条文を

全部直さなあきませんね。例えば、第１６条それから第１８条それか

ら第２３条、第２４条、これ全部換えなあきませんね。それは 「執、

行機関は」としてるケースあるかな？

第２８条ですね。委 員

そしたらもう 「執行機関は」に統一しますか？今のご意見にそっ会 長 、

て該当する条文を全部 「執行機関」に直しておいてください。、

第２９条をはじめから読んでください。委 員

はい。第１項「執行機関は、市が設置する審議会等の委員を選任す会 長

る場合は、公募の委員を加えるよう努めなければならない 、第２。」

項「審議会等の会議及び会議録は、公開を原則とする 」。

公開されない場合も出てきます？原則やから。委 員

個人情報の暴露になる可能性がある会議とか、それから企業秘密の会 長

暴露になるような会議は公開できませんね。

、 。委 員 だからそれは黒塗りで出てくるわけですよね 開示請求した場合は

開示請求しても黒塗りになります。情報公開といっても、部分公開会 長

と完全公開とあって、部分公開も含めて情報公開いうてるんやけど、

ここで「公開しなければならない」といってしまったら、完全公開と

解釈されるわけやから、そうすると法律違反を起こしてしまう可能性

があります。そうするとこの条文そのものが無効になってしまう。は

い、それでは今日は第２９条までいったところで時間が来ました。次

回は、大変重要な課題であります住民投票をやらねばなりません。こ

の住民投票についてはですね、大きく分けて論点がいくつかあります

が、ちょっとメモしていただけますか？１つは、根本的な問題ですが

常設型の条例でいくのか、個別型の条例規定でいくのか。で、個別型

というのは、個別の案件毎に住民投票条例を設けて、そこで投票要件
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を定めていくということになります。常設型の場合は、誰が投票資格

を持ってるかということも決めておかなあかんし、それから投票の成

立要件も決めなあかんし、だから投票を請求する請求権者及び請求権

者の請求権が成立する基準も決めなあかん。つまり総有権者総数の何

％、何分の１が請求したときには投票を行わなければならないという

義務づける条項も作らなあかんということですね。これらの問題がち

ょっとクリアされなあきません。口で言うのは簡単ですけども、実際

に「外国人住民もいれましょう」とか、あるいは「１８才以上から、

もういれましょう」であったり、現在のいわゆる公職選挙人名簿が使

えません。それだけでは足らんわけですね。そうすると外国人登録原

票も探らなあかんし、１８才から１９才を住民基本台帳から引っ張り

出さなあかんので、すっごい作業になります。これに関わるコストは

実は莫大です。

１回したら、いくらぐらいかかるんですか？委 員

生駒市で試算したときは４千万近かったです。そのぐらいコストを会 長

かけてやるべきことなのかという議論も出てくる可能性ありますよ

ね。で、あまりハードルを低くすると、これを武器としてですね、な

んぼでも要求することができることにもなりかねない。だからどのよ

うな要件設定がいるのか、あるいは個別投票でいった方がいいのか、

まず入口の判断をせなあかんですね。それからその入口を超えて、常

設型でいくにしても、この第３１条に書いてありますように、今言っ

た議会の側の発案、住民側の発案権をどのぐらいに設定するか、数字

の判断をせねばならないということです。その点をじっくりとご判断

いただいて、次回、ご決断いただきたいです。あまりハードル低くす

ると政争のまちにすることは可能です。役所を振り回したろうと思っ

たら住民投票ばかり請求したるということも可能なわけで、かといっ

てあんまりハードル高くすると絵に描いた餅に終わる可能性もありま

す。それからそれに要する経費コスト、人件費抜きですよ、人件費抜

きでもかなりのお金はかかる。そのコスト論を抜きにしてやってもま

ずいということもありますんで、一度、皆様方のご討論をここで集中

的にしていただけたらと思います。それからもう一つ積み残しが今日

ありましたよね。住民自治協議会を作ることができるという条項を入

れるかどうか、これはもう決断しましょう。もちろんそれは行政内部
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に持ち帰っていただいて最終的成案にするに当たっては市長の決断も

。 、いります だから委員会としての態度として一応だすことはできても

最終的に市長が まぁちょっと ここまでは難しいで と言うたら こ「 、 」 「

の条項外せ」という指示が出るかもしれませんが、そこのところはご

容赦いただくとして、委員会としての態度を決めましょう。ですので

次回は、その２つが集中議題になりますので持ち帰りいただいて、よ

くご吟味いただきますようお願いします。

今日は議論にすぐ入ってしまい、前回の会議録の確認がとんでしま委 員

ってたと思うんです。前回は「公益通報」の議論がありまして、いわ

ゆる世間で言うコンプライアンスの仕組みそのものが大和郡山市にま

だないと、それは別途定めるということで、そしてその条例を受けて

制度ができますよというような内容であったと思うんです。それやっ

たらあまり時間がかかりすぎるんちゃうかなと思います。自治基本条

例があがって市議会にあがって、ほんであの、それから条例を作って

たら、これから何年かかるのか。で私、行政のことあまりよく分から

んのですけども、そういうコンプライアンスの組織について、行政の

長である市長が組織を立ち上げようと指示したらできるもんではない

わけなんですか。まず議会を通さんことには組織を作ることはできな

いんですか。

いや、できますよ。条例やったら議会の議決がいりますけども、行会 長

政組織内部におけるコンプライアンスシステムは市長の権限でできま

すよ。

ということは、そういう組織が未だにないということは、コンプラ委 員

イアンスに対する意識が低いということなんですか。

いや、そんなことはないと思いますよ。会 長

一般企業では確か 年中頃に問題になって、コンプライアンスの委 員 2000
組織を立ち上げているというのが当たり前というふうな状況にあると

思うんです。公的機関で正式にそのような組織をつくっているのはど

のくらいの割合なんでしょうか。
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あのね、行政は元々、コンプライアンスの組織なんですよ。法令を会 長

、 。 、遵守する義務が 採用されるときにもう宣誓しているわけですね で

内部で誤った行為があればきちっとそれぞれの所に届け出ないと、あ

なたも同罪ですよというのは常識になってます。だから企業なんかの

場合は利益追求のために法律違反をやっているのを見逃すリスクが高

いんですね。行政は逆にそのリスクは低い。むしろ内部で例えば汚職

しているとか、あるいは預かったお金を横流しにしているとか、そう

いうものは厳罰に処されますね。つまり懲戒委員会が招集されて、そ

の懲戒委員会できちっと処罰されます。だからそんなにコンプライア

ンスのレベル低くないんです。ただ問題はね、自分の直属上司の不正

とか仲間の不正をやっぱりかばう傾向があるでしょ、それを防ぐため

に公益通報制度は強化すべきだということで議論は収束したわけです

わ。行政そのものはもうコンプライアンスの組織というのは徹底され

ていないと本当はおかしいわけです。

本来はおかしいですけど、いろいろ出てきますよね。千葉県とか。委 員

だからあれは公益通報制度があれば防げたんです。コンプライアン会 長

スというのはもっと大きい意味でね、企業内部倫理遵守基準ていうん

です。

もともとコンプライアンスの組織だから、そういうものをつくるこ委 員

とがおかしいということですか。

いや、そうは言わんけどね。企業ほど法律違反を犯す能動性は高く会 長

ない。法律を破ってまで私利私欲を図ろうなんて動機付けが元々あん

まりうまれへんという仕事ですわ。むしろ企業の場合だったら犯罪に

はならないことで、ものすごい消費者に不利益を与えてることあるじ

ゃないですか。リコール隠しもそうですよね、法律違反じゃないです

よ、行政指導違反ですよ。でも行政職員の場合は法律違反を犯した時

点でもうクビですからね、懲戒免職ですよ。

公的機関でコンプライアンスの組織をつくっているところはそんな委 員

にはないんですか。



- 38 -

その言っておられる組織というのがよく分からないんですが、公益会 長

通報の委員会でしたら、ほんのわずかでしょう。

もう後にしてもらえる？最初に会議録の確認をしてなかったから、委 員

こんなことになってるんですけど。

そしたらこれだけ確認します。前回の会議録について修正のご要望会 長

等ありますか？この会議録でよろしいですか？そしたらこれでご承認

いただいたものとします。ちょっと不手際で時間オーバーしましたけ

ども、これをもって今回は終了とします。ありがとうございました。

以下余白


